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女性総合センター（消費生活）登録団体 新規登録・登録更新における 

確認書 

 

年  月  日 

 

 次の記載事項を確認した上で登録を申請します。（□に✓をしてください。） 

団体名）                                

代表者氏名                           

 

 １．〔要項の内容確認〕 

□ この登録団体の申請にあたり、「令和８年度立川市女性総合センター（消費生

活）団体登録募集要項」を読み、記載内容を理解した上で申請します。 

 ※市の事業に協働して取り組むことが前提であり、女性総合センターの優先予約

等の団体活動支援が目的の登録ではありません。 

 

 ２．〔必要書類の提出〕以下の書類を揃えて提出します。 

① 

□ 
新規の場合：女性総合センター条例施行規則第１号様式

（第３条関係） いずれか該当

する方を提出 
□ 

更新の場合：立川市女性総合センター団体登録要綱 

第１号様式（第４条関係） 

② 
□ 団体の規約又は会則（新規または更新で変更ある場合）  

□ 団体の規約等は省略（更新で、変更ない場合）  

③ □ 会員名簿  

④ □ 事業計画書  

⑤ □ 事業報告書 ※登録更新の場合のみ(未提出の団体のみ)  

⑥ □ 

〔新規は必須、更新は任意〕 

団体独自にこれまで実施した活動の中で、消費生活の向

上につながる活動の資料 

チラシ、報告書

等 

⑦ □ 

その他（上記以外で、団体の活動内容がわかるもの） 

 

 

 

別紙も可 

 

 

 



 2 / 3 

 

 ３．〔施設利用〕 

□ 女性総合センターを利用するにあたっては、「女性総合センター利用の手引き」

（利用時点で最新のもの）を読み、施設利用のルール等を理解して利用します。 

  

４．〔登録要件・その１〕 

     登録にあたっては、次の活動が必須であることを理解しました。 

     □ ①くらしフェスタ立川実行委員会において、毎年度活動していること 

 ・令和８年度のくらしフェスタ立川開催に向け、令和９年２月 20 日（土）

21 日（日）に女性総合センターの施設を予約しています。実際の開催

日時は同実行委員会で決定します。 

・同実行委員会は、原則毎月第２水曜日の 10 時～正午で実施しています。

ただし、１月、２月のみ、くらしフェスタ立川に合わせて変動します。

（対象月変更の可能性有）毎回、団体の代表 1 名の出席をお願いします。 

      ・くらしフェスタ立川実行委員として、企画・運営をして頂きます。 

          団体の活動などを報告するパネル展への参加や役員として活動をする

ことも想定しています。 

 

    □ ②消費生活に係る啓発事業に協力していること 

      ・市と共催で、消費生活講座を実施する。実施可能期間は４月～翌３月。 

・市と共催で他の登録団体が開催する講座の支援をする。 

          ・市が企画した講座等や市と共催で開催する登録団体との講座の周知活動

等への協力および参加をする。 

          ・その他、市が消費生活に係る啓発事業であると判断する事業を市と協働

で実施する。 

             

 ５．〔団体単独開催の講座等・その１〕 

□ 女性総合センターを会場とし、講座やイベントその他のもので、「団体構 

成員以外の参加者を募集するもの」を団体単独で開催する場合は、原則と

して女性総合センターの予約をする前に、事業計画書にその旨を記載して

くらし相談課へ提出します。 

       ア）ここでいう「団体単独で」とは、「市との協働事業ではないもの」

を意味します。「複数の女性総合センター登録団体で開催するもの」

は、ここでいう「団体単独」に該当します。 

       イ）女性総合センターの予約前に事業計画書を提出することができな

い場合は、女性総合センターを予約する際に、その旨をくらし相談

課へご連絡ください。ただし、予約手続きの日から１ヵ月以内に、

事業計画書をご提出ください。 
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６．〔団体単独開催の講座等・その２〕 

    □ 上記の団体単独開催の講座等について、チラシやＷＥＢサイト、その他の

媒体で講座等の告知を行う際には、事前にくらし相談課の確認を受けてか

ら行います。 

 

        ア）確認には５開庁日ほど必要となりますので、日数に余裕をもって

確認をお申し出ください。 

 

 ７．〔ヒアリング申込〕 ※新規登録の場合のみ 

   □ 「令和８年度 女性総合センター登録団体 募集要項」の「７．審査」に記

載のあるヒアリングの申し込みをしました。 

 

 ８．〔登録の取り消し〕 

   □  施設利用ルールに抵触する行為や登録要件を欠く事実、その他女性総合セ

ンター登録団体の制度趣旨に抵触することが判明した場合、登録取り消し

及び次期の登録ができなくなる場合があることを理解しました。 

      

 

 

 


